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新庄河川事務所 鮭川出張所

昭和５０年真室川災害

～あれから４０年～

平成２５年度に起こった記録的な豪雨の影響で、管内
の一部の護岸が崩落するなどの被害があったため、損傷
部分を復旧する工事を行いました。

河川の土砂を撤去する河道掘

削（みずおと６１号参照）に併せ、

老朽化が進んだ管内７箇所の樋

管を補修しました。



鈴木雄次
出張所長

昭和５０年の８月６日、真室川町の３分の１が

呑み込まれる大規模な水害がありました。

災害の記憶を風化させないことを目的に、国土

交通省と真室川町では今年度、真室川小学校の

児童を対象に全５回の災害体験学習会をおこな

います。

第１回目（５月１４日）の授業では、３・４年生の

児童を対象に、災害の記録映像上映・災害体験

者の方から被災当時のお話しを聞きました。

児童たちは熱心にメモをとりながら、先生方の

話に耳を傾けていました。

災害体験者：
高橋廣明さん

大雨のなか、急いで職場
から高台に避難しました。

家や車などが流されていくの
が避難場所から見えました。

僕の地元は
大丈夫だったかな？

バケツをひっくり返したような雨が
３時間も降り続けていました。

町はあっという間に濁流に呑み込
まれ、橋や家屋が流されました。

土岐
建設監督官
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★「みずおと」をご覧になっての感想やご意見をお寄せ下さい。
★工事現場や河川管理施設を見学されたい方は鮭川出張所までご連絡下さい。

そのままイメージ梱包イメージ

鮭川出張所管内では毎年、堤防管理のため

除草を行っており、その際にでた刈草を地域

の方々に無償でお譲りする取り組みを実施し

ています。刈草を推肥の原料、家畜の飼料等

にどうぞご利用ください。

保田理恵子
管理第二係長
(旧技術係長)

４月１日の異動により職員全員がかわりました。

地域の特性や環境に早く慣れ、出張所一丸となって

地域密着型の河川管理を行います。

また、危機管理に備え、安心・安全な地域となるよう

川づくりを進めていきたいと思います。

前任者同様よろしくお願いいたします。

荒井陽子
管理第一係長
(旧事務係長)


